
危険木等事前伐採推進事業補助金交付要綱 

 

（趣旨） 

第１条 この要綱は、鳥取県補助金等交付規則（昭和３２年４月鳥取県規則第２２号。以下「規則」という。）第４条

の規定に基づき、危険木等事前伐採推進事業補助金（以下「補助金」という。）の交付について、規則で定めるもの

のほか、必要な事項を定めるものとする。 

 

（定義） 

第２条 この要綱において使用する用語の定義は、以下の各号に定めるところによる。 

（１）「危険木等」とは、災害、枯損又は過度な成長等により倒伏等の危険性が高い木竹であり、かつ、倒伏等により

道路、公共施設、河川、電気設備、又は情報通信施設に影響を及ぼし孤立集落、停電、通信障害の発生など住民

生活へ大きな影響を及ぼす恐れのあるものうち、国、地方公共団体又は公共的団体が管理していないものをいう。 

（２）「事前伐採」とは危険木等の予防的な伐採、搬出及び処分（以下「伐採等」という。）をいう。 

 
（交付目的） 

第３条 本補助金は、台風や大雪等による倒木に起因する孤立集落、停電及び通信障害等の発生を未然に防止するた

め、森林内等における危険木等の事前伐採を推進することを目的とする。 

 

（補助金の交付） 

第４条 県は、前条の目的の達成に資するため、別表の第１欄に掲げる事業（以下「補助事業」という。）について、

同表の第２欄に掲げる者（以下「補助事業者」という。）に対し、予算の範囲内で、同表第３欄に掲げる経費（以

下「補助対象経費」という。）の額(仕入控除税額（補助対象経費に含まれる消費税及び地方消費税に相当する額の

うち、消費税法(昭和63年法律第108号）に規定する仕入れに係る消費税額として控除できる部分の金額と、当該

金額に地方税法（昭和25年法律第226号）に規定する地方消費税率を乗じて得た金額の合計額をいう。以下同じ。）

を除く。）に、同表の第４欄に掲げる率を乗じて得た額（同表の第５欄に定める額を限度とする。）以下の補助金を

交付する。 

２ なお、鳥取県産業振興条例（平成２３年１２月鳥取県条例第６８号）の趣旨を踏まえ、補助事業の実施にあたっ

ては、県内事業者への発注に努めなければならない。 

 

（交付申請の時期等） 

第５条 本補助金の交付申請は、危機管理部長が別に定める日までに行わなければならない。 

２ 規則第５条の申請書に添付すべき同条第１号及び第２号に掲げる書類は、それぞれ様式第１号及び様式第２号に

よるものとする。 

３ 本補助金の交付を受けようとする者は、当該者が免税事業者、簡易課税事業者、特定収入割合が５パーセントを超え

ている公益法人等（消費税法別表第三に掲げる法人及び同法第２条第７項に規定する人格のない社団等）若しくは地方公

共団体であるとき、又は仕入控除税額が明らかでないときは、前条第２項の規定にかかわらず、仕入控除税額を含む補助

対象経費の額に補助率を乗じて得た額（以下「仕入控除税額を含む額」という。）の範囲内で交付申請をすることができ

る。 
 

（交付決定の時期等） 

第６条 本補助金の交付決定は、原則として、交付申請を受けた日から２０日以内に行うものとする。 

２ 本補助金の交付決定通知は、様式第３号によるものとする。 

３ 知事は、前条第３項の規定による申請を受けたときは、第４条第１項の規定にかかわらず、仕入控除税額を含む

額の範囲内で交付決定をすることができる。この場合においては、仕入控除税額が明らかになった後、速やかに、

交付決定に係る本補助金の額（変更された場合は、変更後の額とする。以下「交付決定額」という。）から当該仕入

控除税額に対応する額を減額するものとする。 

 

（承認を要しない変更） 

第７条 規則第１２条第１項の知事が別に定める変更は、次に掲げるもの以外の変更とする。 

（１）本補助金の増額を伴う変更 

（２）重大な内容の変更 



２ 第６条第１項の規定は、変更等の承認について準用する。 

 

（実績報告の時期等） 

第８条 規則第１７条第１項の規定による報告（以下「実績報告」という。）は、次に掲げる日までに行わなければな

らない。 

（１）規則第１７条第１項第１号又は第２号の場合にあっては、対象事業の完了又は中止若しくは廃止の日から２０

日を経過する日 

（２）規則第１７条第１項第３号の場合にあっては、対象事業の完了予定年月日の属する年度の翌年度の４月２０日 

２ 規則第１７条第１項の報告書に添付すべき同条第２項第１号及び第２号に掲げる書類（以下「報告書に添付すべ

き書類」という。）は、それぞれ様式第１号及び様式第２号によるものとする。 

３ 補助事業者は、実績報告に当たり、その時点で明らかになっている仕入控除税額（以下「実績報告控除税額」と

いう。）が交付決定額に係る仕入控除税額（以下「交付決定控除税額」という。）を超える場合は、補助対象経費の

額からその超える額を控除して報告しなければならない。 

４ 補助事業者は、実績報告の後に、申告により仕入控除税額が確定した場合において、その額が実績報告控除税額

（交付決定控除税額が実績報告控除税額を超えるときは、当該交付決定控除税額）を超えるときは、様式第４号に

より速やかに知事に報告し、知事の返還命令を受けて、その超える額に対応する額を県に返還しなければならない。 

 

（財産処分の承認） 

第９条 規則第２５条第２項ただし書の期間は、減価償却資産の耐用年数に関する省令（昭和４０年大蔵省令第１５

号）に定める耐用年数に相当する期間（同令に定めのない財産については、知事が別に定める期間）とする。 

２ 知事の承認を受けて財産を処分することにより収入があった場合は、その収入の全部又は一部を県に納付させる

ことがある。 

３ 第６条第１項の規定は、規則第２５条第２項の承認について準用する。 

 

（雑則） 

第１０条 規則及びこの要綱に定めるもののほか、本補助金の交付について必要な事項は、危機管理部長が別に定め

る。 

 

附 則 

 この要綱は、令和５年７月１１日から施行する。 

附 則 

 この要綱は、令和５年７月２８日から施行する。 

 

 



別表（第４条、第５条関係） 

１ 

事業名 

２ 

事業実施主体 

３ 

補助対象経費 

４ 

補助率 

５ 

限度額 

危険木等

事前伐採

推進事業 

市町村 令和５年４月１日以降に事業実施主体が行った、次

に掲げる費用。ただし、当該危険木等の事前伐採に

関連する施設管理者等が費用を負担する場合は、そ

の負担金額を補助対象経費に含めない。 

（１）事業実施主体が行う事前伐採に要する費用（調

査費及び作業費（委託を含む）） 

（２）住民等が行う事前伐採に要する費用に対し事

業実施主体が支給する補助金等 

1/2 １か所当たり

1,000千円 

 



様式第１号（第５条、第８条関係） 

       

年度危険木等事前伐採推進事業補助金実施計画（実績報告）書 

 

１ 申請者の概要 

市町村名  

担当者所属・職・氏名  

電話番号 

ファクシミリ 

電話 

ファクシミリ 

メールアドレス  

 

２ 事業計画（実績） 

 

 別添様式第１号別紙（実施箇所一覧表）のとおり 

 



様式第１号別紙（実施箇所一覧表）

市町村補助
金等

その他

※伐採等本数について、記載が難しい場合は、伐採等の施工距離又は面積等を記載すること
※補助金実施計画書については、実施箇所ごとに、箇所図等伐採等の範囲が分かる書類及び写真等施工前の状況が分かる資料を添付すること
※補助金実績報告書については、実施箇所ごとに、箇所図等伐採等の範囲が分かる書類及び写真等施工後の状況が分かる資料を添付すること
※実績報告について、補助金の確定通知、実施主体と施工者の委託契約及び請求書等、箇所ごとの支出状況を証する書類を添付すること
※実績報告について、事業実施に係る承諾書等所有者の同意があったことを示す書類を箇所ごとに添付すること

番号 摘要

計

その他 負担事業者名県補助金

全体事業費
伐採等
本数

施工者

事業費の負担区分

県補助対象外

市町村負担分
事業者等負
担

県補助対象
実施主体

実施箇所の名称
（地区等）



様式第２号（第５条、第８条関係） 

 

収支予算（決算）書 

 

１ 収入の部 

（単位：円） 

科目 予算（決算）額 摘要 

補 助 金   

自己負担額   

そ の 他   

計   

 

２．支出の部 

                                 （単位：円） 

経費内容 発注／支給先 予算（決算）額 摘要 

    

    

    

    

    

    

    

    

計   

  

 

（注）１ 収入及び支出については、県補助対象経費に係る事項について記載すること。 

２ 補助対象経費について、施工に当たり県外事業者への発注を予定している場合は、様式第２号別紙「県

外発注理由書」に記載の上、収支予算（決算）書とあわせて提出すること。 

３ 必要に応じて行を増やして使用すること。（１ページに収まらなくても構わない） 



様式第２号別紙 

 

県外発注理由書 

 

経費の内容 
発注先 

事業者名 

発注先 

所在地 

当該経費に係る 

県内事業者の状況 

県内発注できない理由、県外

発注で無ければならない理由 

     

     

     

     

 

 



様式第３号（第６条関係） 

番     号 

年  月  日 

 

様 

 

 

職 氏   名    

 

 

 年度危険木等事前伐採推進事業補助金交付決定通知書 

 

   年 月 日付第   号の申請書（以下「申請書」という。）で申請のあった  年度危険木等事前伐採推

進事業補助金（以下「本補助金」という。）については、鳥取県補助金等交付規則（昭和３２年鳥取県規則第２２

号。以下「規則」という。）第６条第１項の規定に基づき、下記のとおり交付することに決定したので、規則第８

条第１項の規定により通知します。 

記 

１ 補助事業 

  本補助金の補助事業の内容は、・・・・・・とする。 

 

２ 交付決定額 

  本補助金の算定基準額及び交付決定額は、次のとおりとする。ただし、補助事業の内容が変更された場合に

おけるそれらの額については、別に通知するところによる。 

（１）算定基準額   金          円 

（２）交付決定額   金          円 

 

３ 交付額の確定 

  本補助金の額の確定は、補助対象経費の実績額について、危険木等事前伐採推進事業補助金交付要綱（令和

５年７月１１日付第２０２３０００９９２８１号鳥取県危機管理局長通知。以下「要綱」という。）第４条第１

項の規定を適用して算定した額と、前記２の（２）の交付決定額（変更された場合は、変更後の額とする。）の

いずれか低い額により行う。 

 

４ 補助規程の遵守 

本補助金の収受及び使用、補助事業の遂行等に当たっては、規則及び要綱の規定に従わなければならない。 



様式第４号（第８条関係） 

 

 

                                                           番         号 

                                                           年    月    日 

 

 

          様  

 

                            職 氏名          

 

 

 

○○年度 危険木等事前伐採推進事業補助金仕入控除税額確定報告書 

 

  年  月  日第    号により交付決定があった補助金について、危険木等事前伐採推進事業補助金

交付要綱第８条第４項の規定に基づき、下記のとおり報告します。 

 

 

記 

 

１ 補助金等に係る予算の執行の適正化に関する法律第１５条に基づく額の確定額又は事業実績報告額 

金           円 

 

２ 消費税及び地方消費税の申告により確定した消費税及び地方消費税に係る仕入控除税額（要県補助金返還相

当額） 

金           円 

 

 

（注）内訳資料その他参考となる資料を添付してください。 

 


